
都市公園内行為許可について 

 

都市公園内使用許可については岡崎市都市公園条例に基づき許可する。 

① 動画撮影について 

 ・園内の動画撮影（商用、YouTube 等）は「業として行う映画の撮影」にあたり日額 5,550

円とする。 

 ・大型遊具を利用して（乗って）の撮影は日額＋利用料金とする。 

 ・大型遊具を貸し切って撮影する行為は許可しない。ただし休園日に許可することは指定

管理者の判断によるものとする。また、大型遊具の運行は職員立会いのもと 2 時間以

内とし、日額 5,550 円とする。 

  

② 写真撮影について 

 ・園内の写真撮影（商用、カメラマンに依頼しての撮影等）は「業としての写真撮影」と

なり日額 550 円とする。 

 ・大型遊具を利用して（乗って）の撮影は日額＋利用料金とする。 

 ・大型遊具を貸し切っての写真撮影は動画同様とし、日額 550 円とする。 

  

③ 無人航空機（ドローン）による撮影について 

 ・無人航空機（ドローン）による撮影は許可しない。無人航空機を飛ばす行為も禁止とする。 

 公園等で小型無人飛行機（ドローン等）を飛ばす行為は、操縦不能等により第三者への危険並びに公園施設や

近隣住宅への破損も考えられるため、原則禁止とします。（岡崎市都市公園条例第 5 条第 10 号：行為の禁止） 

 

※いずれの場合も許可条件を満たす場合に限る。 

※申請書は利用日の 2 週間前までの提出とする。（但し、2 週間を過ぎた場合は直接指定管

理者に連絡すること） 

※第三者（公園利用者）へ配慮すること。コーン規制、告知掲示物等 

※大きな音声、迷惑・危険行為は禁止とする。 

 

南公園指定管理者 

一般社団法人岡崎パブリックサービス 

連絡先 0564-52-9095 

 

 

 

都市公園において

行為をする場合  

行商、募金その他これらに類する

行為をする場合 

1 平方メートル日額 50 円 

業として行う写真撮影 日額 550 円 

業として行う映画の撮影 日額 5,550 円 

競技会、集会、展示会、博覧会そ

の他これらに類する催しを行う

場合 

1 平方メートル日額 20 円 


